
 
建
設
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 
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建
設
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

建
設
工
事
執
行
規
則
（
平
成
八
年
広
島
県
規
則
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

本
則
（
第
十
七
条
第
二
号
、
第
二
十
二
条
第
二
項
、
第
二
十
六
条
第
三
項
、
第
五
十
七
条
第
六
項
及
び
第

六
十
条
第
二
項
を
除
く
。
）
中
「
請
負
人
」
を
「
受
注
者
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
条
第
一
項
第
五
号
中
「
て
ん
補
す
る
」
を
「
填
補
す
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
三
条
中
「
、
第
三
者
」
を
「
、
当
該
第
三
者
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
五
条
第
二
項
中
「
工
事
製
品
」
を
「
工
場
製
品
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
中
「
同
条
第
四
項
の
工
事
で
」
を
削
り
、
同
条
中
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第

五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
現
場
代
理
人
の
工
事
現
場
に
お
け
る
運
営
、
取
締
り
及
び
権

限
の
行
使
に
支
障
が
な
く
、
か
つ
、
知
事
と
の
連
絡
体
制
が
確
保
さ
れ
る
と
認
め
た
場
合
に
は
、
現
場
代

理
人
に
つ
い
て
工
事
現
場
に
お
け
る
常
駐
を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
請
負
人
が
」
を
「
受
注
者
が
」
に
、
「
請
負
人
に
」
を
「
受
注
者
に
」
に
改
め

る
。 

 

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
、
検
査
」
を
「
、
当
該
検
査
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
検
査
」
を
「
第
二

項
の
検
査
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
五
条
第
十
項
中
「
き
損
し
」
を
「
毀
損
し
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
六
条
第
三
項
中
「
請
負
人
が
」
を
「
受
注
者
が
」
に
、
「
所
有
」
を
「
所
有
し
、
」
に
、
「
請
負

人
は
」
を
「
受
注
者
は
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
八
条
第
一
項
第
四
号
中
「
わ
き
水
等
」
を
「
湧
水
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
各
号
」

を
「
同
項
各
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
条
第
一
項
中
「
自
然
的
又
は
」
を
「
自
然
的
若
し
く
は
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

工
期
を
延
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
知
事
は
、
そ
の
工
期
の
延
長
が
知
事
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に

よ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
請
負
代
金
額
に
つ
い
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
変
更
を
行
い
、
又
は
受
注
者
に
損

害
を
及
ぼ
し
た
と
き
は
必
要
な
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
三
十
五
条
第
二
項
中
「
以
下
」
の
下
に
「
本
条
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
中
」

を
「
同
項
中
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
て
ん
補
さ
れ
た
」
を
「
填
補
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
知
事
及
び
」
を
「
知
事
と
」
に
、
「
双
方
の
責
め
に
」
を
「
の
い
ず
れ
の
責
め

に
も
」
に
改
め
、
「
以
下
」
の
下
に
「
本
条
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
損
害
」
を
「



同
項
の
損
害
」
に
、
「
て
ん
補
さ
れ
た
」
を
「
填
補
さ
れ
た
」
に
、
「
同
じ
」
を
「
「
損
害
」
と
い
う
」
に

改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
以
下
」
を
「
第
六
項
に
お
い
て
」
に
改
め
る
。 

第
四
十
条
第
一
項
中
「
第
三
十
条
ま
で
、
第
三
十
二
条
」
を
「
第
三
十
二
条
ま
で
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
前
条
第
二
項
」
の
下
に
「
（
同
条
第
六
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場

合
を
含
む
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
以
下
」
の
下
に
「
本
項
に
お
い
て

」
を
加
え
る
。 

 

第
四
十
四
条
の
見
出
し
を
「
（
前
金
払
及
び
中
間
前
金
払
）
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
前
払
金
額
」

の
下
に
「
（
中
間
前
払
金
の
支
払
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
中
間
前
払
金
額
を
含
む
。
次
項
及
び
次
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
」
を
、
「
範
囲
内
で
前
払
金
」
の
下
に
「
（
中
間
前
払
金
の
支
払
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、

中
間
前
払
金
を
含
む
。
以
下
本
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
四
十
七
条
第
三
項
中
「
前
項
の
確
認
」
を
「
同
項
の
確
認
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
九
条
第
二
項
中
「
第
四
十
八
条
」
を
「
前
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
十
一
条
第
二
項
中
「
第
八
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
九
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「
き
損
し
た
」
を
「
毀
損
し
た
」
に
、
「
第
二
項
の
」
を
「
第
二
項
に
」
に
、
「
き
損
の
」
を
「
毀
損
の
」

に
改
め
る
。 

 

第
五
十
三
条
第
二
項
中
「
以
下
」
の
下
に
「
本
条
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
前
払
金
」
の

下
に
「
若
し
く
は
中
間
前
払
金
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
各
号
」
を
「
同
項
各
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
十
四
条
第
三
項
中
「
違
約
金
」
を
「
同
項
の
違
約
金
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
こ
の
項
及
び
次
項
」
を
「
本
項
及
び
次
項
並
び
に
次
条
第
一
項
」

に
、
「
同
法
第
四
十
九
条
第
七
項
」
を
「
同
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
同
法
第
五
十
条
第
五

項
」
を
「
同
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
八
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
八
条
第
一
号
」
に

改
め
る
。 

 

第
五
十
四
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
以
下
同
じ
」
を
「
以
下
本
項
に
お
い
て
同
じ
」
に
改
め
、
同
項
に

次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 

六 

下
請
契
約
又
は
資
材
、
原
材
料
の
購
入
契
約
そ
の
他
の
契
約
に
当
た
り
、
そ
の
相
手
方
が
前
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
当
該
者
と
契
約
を
締
結
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

 

七 

受
注
者
が
、
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
下
請
契
約
又
は
資
材
、
原
材

料
の
購
入
契
約
そ
の
他
の
相
手
方
と
し
て
い
た
場
合
（
前
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
、
知
事

が
受
注
者
に
対
し
て
当
該
契
約
の
解
除
を
求
め
、
受
注
者
が
こ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
。 

 

第
五
十
七
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

３ 

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
前
払
金
又
は
中
間
前
払
金
が
あ
っ
た
と
き
は
、

当
該
前
払
金
の
額
及
び
中
間
前
払
金
の
額
（
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
部
分
払
を
し
て
い
る
と
き
は
、

そ
の
部
分
払
に
お
い
て
償
却
し
た
前
払
金
及
び
中
間
前
払
金
の
額
を
控
除
し
た
額
）
を
同
項
前
段
の
出
来

形
部
分
に
相
応
す
る
請
負
代
金
額
か
ら
控
除
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
受
領
済
み
の
前
払
金
額
及
び

中
間
前
払
金
額
に
な
お
余
剰
が
あ
る
と
き
は
、
受
注
者
は
、
解
除
が
第
五
十
四
条
か
ら
第
五
十
四
条
の
三

ま
で
の
規
定
に
よ
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
余
剰
額
に
前
払
金
又
は
中
間
前
払
金
の
支
払
の
日
か
ら
返

還
の
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
、
支
払
遅
延
防
止
法
の
率
の
割
合
で
計
算
し
た
額
の
利
息
を
付
し
た
額
を
、



解
除
が
前
二
条
の
規
定
に
よ
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
余
剰
額
を
知
事
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
十
七
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
き
損
し
た
」
を
「
毀
損
し
た
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
請
負

人
は
」
を
「
受
注
者
は
」
に
、
「
請
負
人
が
」
を
「
受
注
者
が
」
に
、
「
所
有
」
を
「
所
有
し
、
」
に
改
め
、

同
条
第
七
項
中
「
工
事
用
地
等
を
」
を
「
工
事
用
地
等
の
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
、
第
五
十
四
条
の

二
又
は
第
五
十
四
条
の
三
」
を
「
か
ら
第
五
十
四
条
の
三
ま
で
」
に
、
「
第
五
十
五
条
又
は
前
条
」
を
「
前

二
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
十
条
第
二
項
中
「
請
負
人
が
」
を
「
受
注
者
が
」
に
、
「
請
負
人
は
」
を
「
受
注
者
は
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
十
一
条
中
「
前
条
の
規
定
」
を
「
同
条
の
規
定
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
入
札
の
執
行
手
続
が
完
了
し
て
い
る
建
設
工
事
の
執
行
方
法
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 


